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６月１日から、ご自宅に「通信機能付きＬＥＤ電球」を設置し、長時間点灯または消灯の動きがない場

合に親族等へメールにてお知らせし、異常時には親族等の依頼に応じて委託業者が代理でお宅に訪

問し、見守りを行う新規事業が開始しました。 

この事業はヤマト運輸㈱の「見守りサービスあんしんハローライトプラン」を活用して実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

和歌山県・紀の川市 
 

県内初！通信機能付き電球で高齢者の見守りを開始！ 

～ひとり暮らしの高齢者の不安解消・離れて暮らす家族の安心を目指して～ 

【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 福祉部高齢介護課 担当：日髙・松野 

TEL：0736-77-0980 FAX：0736-79-3926 E-MAIL：k070600-001@city.kinokawa.lg.jp 

【概要】 

■対象者…以下の全てに該当する方 

６５歳以上の市内に住所を有する方、ひとり暮らしの高齢者の方、市町村民税所得割非課税世 

帯の方、高齢者福祉事業（見守り事業・緊急通報システム事業）を利用していない方 

■利用料…全額市が負担 

※電気代や電球設置時に変換器具が必要な場合の費用については自己負担あり 

■申請方法…本庁または各支所・出張所にて受け付け(申請書はホームページからもダウンロード可） 

くわしくは、市ホームページを確認ください。 

URL…https://www.city.kinokawa.lg.jp/kou-fuku/haroraito.html 


